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海外情報

ニュージーランド畜産業における
経営収支と価格形成の実態

調査情報部

１　はじめに

ニュージーランド（NZ）の酪農および肉

用牛経営は、十分な降雨やかんがい施設によ

り牧草量が潤沢となる北島中央部のワイカト

や南島カンタベリーを中心に、放牧主体の飼

養形態で行われている（図１）。これらの農

家は、政府による営農計画の策定や温室効果

　ニュージーランドの酪農業および肉用牛生産業は輸出志向型であり、生産者の経営収支は
国際的な需給状況に大きく左右される傾向にあるため、業界はその動向を常に注視している。
この動向と牧草の生育状況などにより、生産者乳価や肉用牛販売価格が変動する中、近年で
はインフレや金利の上昇、労働力不足などにより経営費が上昇し、所得に下げ圧力がかかっ
ている。このような中、業界団体は農家から課徴金を徴収し、それらを原資に農家所得の向
上と生産基盤の強化に取り組んでいる。

【要約】

（単位：頭）
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図１　乳牛と肉用牛の地域別飼養頭数

資料：NZ統計局
注１：2023年６月末時点。
注２：（　）内は、全国の飼養頭数に占める割合。
注３：全国、北島および南島の飼養頭数には離島も含まれることから、各地域の合計とは一致しない。
注４：乳牛については、ボビー子牛（乳用・育成に供さない余剰子牛）を含む。
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NZは、放牧主体の飼養形態であるため、

畜産農家の経営収支に影響するものとして、

降雨に伴う土壌水分量が挙げられる。NZ国

立 水・ 大 気 研 究 所（NIWA） に よ る と、

2012年から13年にかけての干ばつにより、

第一次産業では額にして13億NZドル（1298

億円）以上の被害が発生した。その後は

22/23年度のハリケーンの襲来などにより牧

草の生育に影響が見られたものの、近年は安

定した降雨により土壌水分量が確保されてお

り、牧草の生育状況は安定している（図２）。

（１）酪農経営

ア　生産・飼養動向

NZの酪農家戸数は、高齢の農業従事者の

引退などにより近年減少傾向にあるが、各農

家の規模拡大により１戸当たりの搾乳牛飼養

頭数はおおむね増加傾向で推移している（表

１）。NZの農林水産物・食 品 の 輸 出 額 の

45.3％（2022年度）を占める乳製品を産

出する酪農業はNZの基幹産業であり、生産

量の９割以上が輸出に仕向けられている。

NZ第一次産業省（MPI）によると、今後は

ガス（GHG）排出削減対策の推進などの側

面的な支援や、農家から直接徴収される課徴

金を原資とする業界団体の活動、さらに、農

家自身による販路拡大などにより、生産基盤

の強化を図っている。

本稿では、これら酪農家と肉用牛農家の経

営収支や価格形成の実態を分析するととも

に、政府や業界による農家経営支援への取り

組みなどについて報告する。

なお、酪農および肉用牛生産では、それぞ

れの統計値の出典が異なるため、同様のデー

タが整理できない部分があることにご留意願

いたい。また、本稿中特に断りのない限り、

NZの年度は７月～翌６月、為替レートは

1NZドル＝ 99.82円（注１）を使用した。

（注１）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「月末・
月中平均の為替相場」の2024年６月末TTS相場。

２　NZの酪農、肉用牛経営における収支分析

1991～2020年までの
30年間の平均値
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図２　土壌水分量不足指数分布図

資料：NIWA「Soil Moisture Deficit（SMD）」
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増頭ではなく１頭当たり生乳生産量の増加に

よる全体の生乳生産量増加が見込まれてお

り、これに伴い乳製品輸出量も増加するとさ

れている。

イ　経営収支

NZ酪農の経営形態は、オーナー経営のほ

か、シェアミルカー経営、コントラクトミル

カー経営に大別されるが（注２）、ここでは日本

の一般的な酪農家の経営形態と同様の、NZ

酪農の過半を占めるオーナー経営について、

近年の収支状況を紹介する（図３）。

（注２）畜産の情報2024年６月号「ニュージーランドの酪農後
継者育成の取り組み～シェアミルカーとその近年の動向～」

（https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_003272.html）を
ご参照ください。

直近５カ年度の経営収支を見ると、農業所

得は2021/22年度（６月～翌５月）に76万

3433NZドル（7621万円）、経営利益は57

万9076NZドル（5780万円）をそれぞれ記

録した後、減少に転じている（表２）。収益

性が高かった同年度は、過去最高となった生

産者乳価が最も如実に反映されたものとなっ

ている（図４）。酪農では、農業粗収益に占

める生乳販売収入の割合が９割以上を占めて

いるため、日本と同様に、生産者乳価の動き

が経営を直接的に左右する状況となってい

る。

一方で、酪農家（オーナー経営）の農業経

営費は、飼料費、人件費、肥料費が約半数を

占めているが（図５）、これらは昨今のイン

フレによる消費者物価指数の上昇（図６）な

どを反映し、21/22年度から急激に上昇し

ている。また、表２の収支表には整理上、利

息を計上していないが、借入金の多い酪農経

営では、近年の政策金利の高止まりに伴い利

息が増加している状況にある（図７）。業界

団体であるDairyNZによると、近年の人件

費の上昇に伴い、労働者の確保も困難な状況

にあるとしている。

23/24年度の経営収支（予測値）では、

インフレの緩和による農業経営費の下落が見

込まれているが、農業粗収益も下落するため、

農業所得は59万1273NZドル（5902万円、

前年度比1.6％減）、経営利益は40万788NZ

ドル（4001万円、同4.4％減）とされている。

オーナー経営

56.2%

シェアミルカ―経営

(50:50)

16.8%

コントラクトミルカ―経営

13.5%
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(その他)

12.4%

その他

1.1%

図３　NZ酪農家の経営形態別割合

資料：�DairyNZ「New Zealand Dairy Statistics 2022-
23」（2022/23年度）

年度 2013/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23
増減率（％）

22/23
13/14

農家戸数（戸） 11,927 11,970 11,918 11,748 11,590 11,372 11,179 11,034 10,796 10,601 ▲11.1
搾乳牛飼養頭数（千頭） 4,923 5,018 4,998 4,861 4,993 4,946 4,922 4,904 4,842 4,675 ▲5.04
１戸当たり搾乳牛飼養頭数（頭） 413 419 419 414 431 435 440 444 449 441 6.8
生乳生産量（百万リットル） 20,657 21,253 20,914 20,702 20,724 21,217 21,145 21,705 20,776 20,702 0.2
乳固形分生乳生産量（千トン） 1,825 1,890 1,862 1,851 1,840 1,884 1,896 1,947 1,868 1,873 2.6
１戸当たり生乳生産量（千リットル） 1,732 1,776 1,755 1,762 1,788 1,866 1,891 1,967 1,924 1,953 12.7
１戸当たり乳固形分生乳生産量（トン） 153 158 156 158 159 166 170 177 173 177 15.5

表１　酪農の生産・飼養動向の推移

資料：DairyNZ「New Zealand Dairy Statistics」
　注：各年度はNZの酪農シーズンである６月から翌５月。

https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_003272.html
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平均生産者乳価 フォンテラ社の生産者乳価
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図４　生産者乳価の推移

資料：�DairyNZ「New Zealand Dairy Statistics 2022-23」, 
フォンテラ社「Farmgate Milk Price」

注１：年度はNZの酪農シーズンである６月から翌５月。
注２：�2023/24年度の平均生産者乳価は、24年６月末時点

でDairyNZから公表されていない。 
なお、同年度のフォンテラ社の生産者乳価は予測値。
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図５　酪農家（オーナー経営）の農業経営費の内訳

資料：DairyNZ「Econ Tracker」を基に筆者作成（2022/23年度）
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図６　消費者物価指数の推移

資料：StatsNZ「Consumers Price Index」
　注：2017年第２四半期を1,000とした場合の指数値。
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図７　近年の政策金利の推移

資料：NZ準備銀行「ORC」

年度 2019/20 20/21 21/22 22/23 23/24
増減率（%） 

23/24 
22/23

農業粗収益　① 1,295,976 1,419,230 1,707,028 1,626,202 1,514,327 ▲ 6.9
生乳販売収入 1,201,496 1,319,152 1,605,958 1,529,112 1,425,499 ▲ 6.8
子牛等販売収入 87,098 88,973 91,355 87,534 78,953 ▲ 9.8
その他収入 7,382 11,105 9,715 9,556 9,875 3.3

農業経営費　② 762,666 806,895 943,595 1,025,557 923,054 ▲ 10.0
飼料費 175,773 189,398 239,657 264,253 198,796 ▲ 24.8
人件費 111,230 117,096 123,231 137,259 142,750 4.0
肥料費 80,946 82,168 105,143 117,134 93,839 ▲ 19.9
修理・メンテナンス費 65,503 75,303 93,419 92,734 71,541 ▲ 22.9
家畜衛生費 41,751 43,936 51,156 55,717 52,456 ▲ 5.9
車両・燃料費 34,217 35,217 45,462 51,065 50,667 ▲ 0.8
その他経費 253,246 263,777 285,527 307,395 313,005 1.8

農業所得　①－②=③ 533,310 612,335 763,433 600,645 591,273 ▲ 1.6
減価償却費等　④ 162,341 169,655 184,358 181,228 190,485 5.1
農業経営利益　③－④ 370,969 442,680 579,075 419,417 400,788 ▲ 4.4

表２　酪農家（オーナー経営）における経営収支の内訳

資料：DairyNZ「Econ Tracker」を基に筆者作成
注１：各年度はNZの酪農シーズンである６月から翌５月。
注２：2023/24年度は予測値。

（単位：NZドル）
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（２）肉用牛経営

ア　生産・飼養動向

肉用牛農家戸数は、酪農と同じく高齢の農

業従事者の引退などにより減少傾向にある

が、各農家の規模拡大により、１戸当たりの

肉用牛飼養頭数や牛肉生産量は増加している

（表３）。NZの農林水産物・食品の輸出額の

8.0％（乳製品の２割弱）を占める牛肉は、

生産量の９割以上が輸出に仕向けられている

中で、MPIによると、牛肉生産量と輸出量は

ほぼ横ばいで推移する一方、国際的な需給見

通しを要因とした輸出単価の上昇と輸出額の

増加が見込まれている。

イ　経営収支

NZの肉用牛経営は、肉羊との複合経営が

一般的となる。これは、肉用牛を放牧した後、

丈の短くなった牧草地に羊を放牧できるな

ど、牧草地の有効活用による収益源の多角化

が図られるためである。このため、NZの

統計データも肉用牛・羊農家の経営として整

理されている。

直近５カ年度の農業粗収益を見ると、羊肉向

けの羊販売による収入が最も多く、粗収益合

計の約半分近くを占める一方、肉用牛販売によ

る収益は３割程度にとどまっている（表４）。

年度 2013/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23
増減率（％）

22/23
13/14

農家戸数（戸） － － － 23,403 － － － － 22,005 － ▲6.0
肉用牛飼養頭数（千頭） 3,670 3,547 3,533 3,616 3,721 3,890 3,883 3,965 3,821 3,758 2.4
1戸当たり肉用牛飼養頭数（頭） － － － 155 － － － － 174 － 12.4
と畜頭数（千頭） 4,321 4,753 4,763 4,375 4,373 4,404 4,461 4,697 4,582 4,635 7.3
牛肉生産量（千トン） 626 676 673 640 677 684 701 751 721 744 19.0
1戸当たり牛肉生産量（トン） － － － 27.3 － － － － 32.7 － 19.7

表３　肉用牛の生産・飼養動向の推移

資料：StatsNZ、BLNZ「Farm Facts」
注１：農家戸数および肉用牛頭数は各年度6月末時点の数値。と畜頭数および牛肉生産量は7月から翌6月の合計値。
注２：農家戸数は5年に1回の国勢調査のデータのみ存在。
注３：2022/23年度は推定値。
注４：農家戸数、1戸当たり肉用牛飼養頭数および1戸当たり牛肉生産量の増減率は、2016/17年度に対する21/22年度の増減率。

年度 2019/20 20/21 21/22 22/23 23/24
増減率（％）

23/24
22/23

農業粗収益　① 651,535 607,770 735,105 694,300 626,100 ▲ 9.8
肉用牛販売収入 170,746 157,554 193,014 198,100 184,200 ▲ 7.0
羊（肉）販売収入 320,255 292,953 371,885 332,400 273,900 ▲ 17.6
羊毛販売収入 31,673 26,909 30,484 29,400 32,300 9.9
農作物販売収入 64,307 66,272 67,203 61,300 61,200 ▲ 0.2
その他収入 64,554 64,082 72,519 73,100 74,500 1.9

農業経営費　② 447,829 451,395 505,999 519,344 523,975 0.9
肥料費 72,751 71,735 87,547 86,423 74,377 ▲ 13.9
飼料費 40,440 42,015 46,218 47,243 47,266 0.0
人件費 38,852 42,003 44,878 47,519 46,704 ▲ 1.7
修理・メンテナンス費 42,540 42,668 48,420 46,159 43,386 ▲ 6.0
車両・燃料費 29,275 28,150 34,272 37,469 37,301 ▲ 0.4
家畜衛生費 24,818 25,727 29,026 31,336 31,482 0.5
その他経費 199,153 199,097 215,638 223,195 243,459 9.1

農業所得　①－②＝③ 203,706 156,375 229,106 174,956 102,125 ▲ 41.6
減価償却費等　④ 39,260 40,953 40,469 40,109 39,488 ▲ 1.5
農業経営利益　③－④ 164,446 115,422 188,637 134,847 62,637 ▲ 53.5

表４　肉用牛・羊農家における経営収支の内訳

資料：BLNZ「Mid-Season Update 2023-24」およびBLNZへの聞き取り情報を基に筆者作成
注１：年度は10月から翌９月。
注２：2022/23年度は推定値、23/24年度は予測値。

（単位：NZドル）
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３　行政による農家支援策

生乳販売収入という単一の収益源に依存して

いる酪農経営と異なり、肉用牛・羊経営は比

較的リスク分散を図りやすい経営形態となっ

ている。2021/22年度には、肉用牛販売価

格の大幅な上昇（前年度比17.7％高）によ

り（図８）、農業所得も22万9106NZドル

（2287万円）と高水準を記録したが、その

後は農業経営費の上昇から大きく減少に転じ

ている。

肉用牛・羊経営の農業経営費の内訳は、肥

料費、人件費、飼料費などが主な費目となっ

ている（図９）。業界団体のビーフ＆ラムNZ

（BLNZ）および肉用牛・羊農家への取材に

対し、昨今のインフレと金利上昇に伴い、

その他経費に含まれる利息の増加が最も大き

な支出費目になっていると回答しているが、

収益源が多角化されており、経営のリスク分

散が図られているため、酪農家との比較では

経営費増嵩が経営に及ぼす影響がそれほど厳

しくはないと感じられた。

隣国の豪州と同様（注３）にNZでも、農家の

経営安定を目的とした直接的な政府補助や支

援策はないが、経営継続のための側面的な支

援策が行われており、MPIによる一例を以下

に紹介する。

（注３）豪州政府による農家への側面支援や課徴金制度などに関
しては、『畜産の情報』2024年３月号「豪州の畜産農家におけ
る経営収支実態と所得向上の取り組み」（https://www.alic.
go.jp/joho-c/joho05_003137.html）をご参照ください。
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図８　肉用牛販売価格の推移

資料：BLNZ「Farm Facts」
注１：年度は10月から翌９月。
注２：2022/23年度は推定値、23/24年度は予測値。

人件費
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飼料費
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修理・メンテナンス費
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車両・燃料費
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家畜衛生費
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その他経費
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肥料費

16.6%

図９　肉用牛・羊農家の農業経営費の内訳

資料：�BLNZ「Mid-Season Update 2023-24」およびBLNZへの聞き取
り情報を基に筆者作成（2022/23年度）

https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_003137.html
https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_003137.html
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（１）オンファームサポート

MPIが農家向けに無償で実施している支援

策であり、（１）営農計画策定や洪水などの災

害への対応支援（２）業界団体と連携した営

農への助言や指導に関する情報提供（３）持

続可能な食品生産に向けた取り組みに対する

投資のための基金造成（４）農場で活用でき

るGHG排出削減に向けたツール開発などの取

り組み―などについて、ロゴマーク（図10）

による農家への認知とともに、全国10カ所の

事業所で支援を展開している。

（２）獣医師の育成と定着

MPIは、獣医師不足に悩む地方部などへの

獣医学生の就労に向けた動機付けとして、北

島マッセイ大学の獣医学部を卒業した者が地

方部の獣医療を提供する診療所などに就職

し、３年間の就業プログラムを終了した場合、

（１）３年目終了時に３万3000NZドル（329

万4060円）（２）４年目と５年目にそれぞ

れ１万1000NZドル（109万8020円）―を

支給し、５年間で合計５万5000NZドル

（549万100円 ） を 支 援 す る 制 度（Vet 

bonding scheme）を実施している。

（３）負債農家支援

2020年７月に施行された農業債務調停法

（The Farm Debt Mediation Act 2019）

に基づき、農家が抱えている農地や農業機械、

家畜などの購入に係る債務に対し、債権者と

の交渉において透明性のある調停の場を設け

るため、MPIがそのルール作りや調停機関の

承認などを行っている。

（４）優良酪農家などの紹介

MPIは、生産性の高い酪農家の財務・環境

指標を分析・評価し、その内容を優良事例と

してウェブサイトやワークショップなどを通

じ、酪農家に紹介している。また、酪農家と

地域の金融機関や会計士、農業アドバイザー

のマッチングを図り、経営内容の見直しやシ

ステム変更の動機付けを行っている。

図10　オンファームサポートチームのロゴマーク

資料：MPIウェブサイトから引用

畜産農家の所得向上には、生産コストの低

減とともに、生産物や副産物をいかにして高

く販売するかが重要となる。ここでは酪農家

および肉用牛農家の主要生産物である生乳と

肉牛の取引に関する関連法規と価格形成につ

いて説明する。

（１）関連法規

大手酪農協の合併により、2001年にNZ

最大の酪農協系乳業メーカーであるフォンテ

ラ社が創設された際、同社の役割明示や経営

上の透明性確保、乳製品市場の競争促進など

４　生産物販売の関連法規と価格形成
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を目的に酪農産業再編法（DIRA：Dairy 

Industry Restructuring Act）が制定され

た。創設当時に比べ、フォンテラ社の集乳シェ

ア（占有率）は徐々に減少しているが、現在

でも生乳生産量全体の約８割を占めているこ

とから、他の乳業メーカーの生産者乳価にも

多大な影響を及ぼしている。このため、本法

律により同社の生産者乳価の決定には高度な

透明性が確保されている。

この他、畜産物のサプライチェーンにおけ

る価格設定や交渉が公正に行われるための法

律 と し て、NZ政 府 商 業 委 員 会（CCNZ：

Commerce Commission New Zealand）

が所管する公正取引法（Fair Trading Act 

1986）や商法（Commerce Act 1986）

がある。

（２）価格形成

ア　生乳取引

NZは国内で生産される生乳の９割以上が

乳製品として海外に輸出されるため、生産者

乳価は、酪農家の生産コストの積み上げでは

なく、乳製品の国際価格や今後の需要動向を

反映して決定される。一般的に各乳業メー

カーは、年度当初に乳製品の国際需給の現状

および見通しをもとに暫定的な生産者乳価を

発表する。酪農家はそれらを比較検討し、生

乳の供給先を決定することになる。各乳業

メーカーは、年度途中で乳製品の国際価格変

動に応じて同乳価を改定し、年度末に最終的

な生産者乳価を確定している。この乳製品の

国際価格は、GDT（注４）によりその傾向を確

認することができる。GDTは、フォンテラ

社が公表する生産者乳価（図11）に反映さ

れており、MPIによると、特に2023/24年

度はフォンテラ社の生産者乳価が年度途中で

上方および下方修正されたことにより、不確

実性が高まったとされている。このため酪農

家は、年度内の生産者乳価の変動に合わせ、

搾乳期間や飼料の調整などにより収益を確保

できるよう、柔軟な対応が求められている。

（注４）グローバルデイリートレード。月２回開催されるフォン
テラ社主催の電子オークションで、当該価格は乳製品の国際価格
の指標とされている。なお、月毎のGDTの乳製品取引価格の推
移は、畜産の情報の需給動向「牛乳・乳製品（NZ）」（https://
www.alic.go.jp/joho-c/joho05_003298.html）をご参照く
ださい。

イ　肉用牛取引

肉用牛の取引には、その時々の市場の需要

と供給のほか、売買対象となる牛の体重など

の状態、生産コストの状況などが価格に影響

する。これらは日本とほぼ同様であるが、

NZの肉用牛取引の主な方法は以下の通りで

ある。

（ア）競売

繁殖農家が肥育農家に、または肥育農家

が食肉加工業者に牛を販売する際の主流な

取引方法であり、家畜市場（セールヤード）

生産者乳価

算定上の収益

生産者乳価

算定上の

酪農家の現金コスト

飼料費、

労働費など

生産者乳価

算定上の

酪農家の資本コスト

機械、施設の

購入費など

生産基盤

年間の

生産者乳価

総額

集乳量

乳固形分ベース

生産者乳価

乳固形分

１キログラム

当たり

妥当な収益率 減価償却費/評価差額

図11　フォンテラ社の生産者乳価計算方法

資料：フォンテラ社およびCCNZの公表資料を基に筆者作成

https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_003298.html
https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_003298.html
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やオンラインで出品された若齢牛を肥育農

家などの買い手が公開入札することによ

り、売価が決定される。複数の買い手が入

札するため、競争原理が働き、繁殖農家は

より高い売価を得ることができる。

（イ）相対取引

主に家畜市場で行われる競売に対し、売

り手と買い手が直接交渉して価格を決定す

る。

（ウ）契約取引

事前に定められた価格や条件に基づい

て、肉用牛が取引される。価格の変動リス

クを回避できるとともに、販売する側の農

家は収益を予想しやすくなる。

コラム　酪農家における新たな収益源確保の取り組み

　北島ワエレンガ（オークランドから南東に約80キロメートル）で家族経営の酪農を営む
ファルコナー氏は、地道な需要調査に基づき、環境面やアニマルウェルフェア（AW）、さ
らには従業員の働き方といった酪農経営の持続可能性を追求し、生乳の販路を自ら拡大して
いる。今般、同農場（位置は本文の図１参照）を訪問し、経営状況や所得確保の取り組みな
どについて、同氏から話をうかがった。

１　酪農場の概要
　当農場は、255ヘクタールの土地で乳牛250頭を
飼養している。牧草主体の飼養管理であり、一部、自
場で作った乾草やサイレージのほか、分娩時のミネラ
ル補給として、でん粉質の多いタピオカペレットを給
餌している。飼養頭数は近年徐々に削減しているが、
AWに配慮した管理と、搾乳回数を１日１回（朝のみ）
とすることで、１頭当たりの生乳生産量を増加させ、
従業員の勤務も午前６時から午後３時までとしてい
る。このような取り組みを通じて生産性を向上させた
ことで、全体の生乳生産量は２年前と比較して3.5％
の減少にとどまっている。また、化学肥料を一切使用
しない有機的な管理と放牧期間の調整などにより早期
に牧草が自生する健全な土づくりにも注力しており、
播
は し ゅ

種費用の削減につながっている（コラム―写真１）。

写真１　北島マーティンボロ
（ウェリントンから東に約80キロメートル）に

あるクレアモント農場の肉用牛
同農場では、牛の販売価格を最大化するため、
全国の牧草の生育状況などに応じた牛の販売
適期の見極めと販売先との調整を、エージェ
ント（家畜商）に一部委託している。

コラム―写真１
良好な土壌管理による牧草の生育

写真奥は放牧により牧草がほぼなくなっ
た区画であるが、約１週間で手前の区画
のように青々とした牧草の生育が進む。
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さらに、AWの観点から、けがをして泌乳成績が芳
しくない乳牛でも、淘

と う た

汰せずに飼養を継続している
（コラム―写真２）。

２　収益源確保の取り組み
　従前は、生産した生乳を乳業会社であるシンレイ
社に全量出荷していたが、数年前、同社に対し、生
乳の一部を自身で加工し、独自に販売したいと交渉
して同意を得た。この動きはNZ酪農業界ではあま
り一般的ではないとしつつも、自ら都市部のホテル
や企業、カフェや小売店のほか、学校の学生寮の食
堂などにアンケート調査を行い、環境や牛に優しい
牛乳に対する需要を確認し、その需要に応えた「ハッ
ピーカウ・ミルク」（コラム―写真３）をブランド
化して販売している。
　セールスポイントとして、これまで酪農場内で
１万本以上もの在来植物を植林し、環境対策を行っ
ていることである（コラム―写真４）。これにより、
今後カーボンクレジットによる収入も期待される。
また、分娩後しばらく子牛を母牛と一緒に育てるこ
とで、AWにも配慮している。子牛は、母牛が生産
する生乳を飲むため、生乳生産量は一定量減少するが、離乳後の子牛が育成した後の泌乳成
績が良好なことから、他の取り組みも組み合わせることで生乳生産量の減少は3.5％に抑え
られているという。これらの取り組みを消費者に理解してもらうため、酪農場の開放日（オー
プンデー）を設け、都市部の人や学童らに来場してもらう活動に継続して取り組んでいる。
　現在は生乳生産量の１割強をハッピーカウ・ミルクの販売に仕向けているが、将来的には
この割合を３割にまで引き上げる計画があるとしている。

コラム―写真３
小売用のハッピーカウ・ミルク

（ハッピーカウ・ミルクのSNSから引用）

コラム―写真２　放牧風景

コラム―写真４　植林されたマヌカなどの在来種の苗木
植林後にカーボンクレジットを得るまでには、５年が必要という。

また、マヌカハニーを生産する養蜂家に土地をリースし、副収入を得ている。
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３　経営収支
　ハッピーカウ・ミルクの販売により、同農場の収益性は向上している（コラム―表１）。
通常、シンレイ社に販売する生産者乳価よりも高く、小売店の有機牛乳よりも低い価格設定
でハッピーカウ・ミルクを販売している（コラム―表２）。消費者の需要を具

つぶさ

に把握し、生
活費が高騰している昨今でも高品質な商品を求める層は一定数存在するため、この層をター
ゲットにすれば、収益は確保されるとしている。
　同農場の経営費のうち、飼料費は飼養頭数の減少に比例して減少傾向にある一方、ハッピー
カウ・ミルク用の殺菌処理やタンク充

じゅうてん

塡などの加工施設（コラム―写真５）に必要な光熱費
は増加している。NZで酪農家の収益性を示す農場労働支出（FWE：Farm Working 
Expenses）は、低いほど収益性が高いとされているが、DairyNZが公表しているオーナー
経営の平均値（2022年度：5.84NZドル（583円）、23年度：5.25NZドル（524円）、
24年度：5.29NZドル（528円））と比較すると、同農場の農業経営費のFWEは大きく下回っ
ており、優良な経営体であるといえる。

飼養概況 2022年度 23年度 24年度
乳牛飼養頭数（頭） 300 275 250
生乳生産量（乳固形分：kg） 101,913 102,544 98,300

経営収支 FWE（注１） FWE（注１） FWE（注１）

農業粗収益① 1,028,672 936,474 946,300
ハッピーカウ・ミルク販売 ▲ 671 3,988 171,999
シンレイ社への生乳販売 974,150 843,099 673,832
その他（子牛販売など）収入 55,193 89,387 100,469

農業経営費② 473,942 4.65 441,194 4.30 345,844 3.52
人件費 53,574 0.53 57,520 0.56 68,000 0.69
飼料費 123,491 1.22 113,625 1.11 44,000 0.45
光熱費 19,110 0.19 25,123 0.25 28,868 0.29
コントラクター委託費 34,810 0.34 19,830 0.19 24,680 0.25
燃料費 22,425 0.22 30,805 0.30 22,034 0.22
その他 220,532 2.20 194,291 1.89 158,262 1.97

農業所得①–② 554,730 495,280 600,456

コラムー表１　同酪農場における経営収支概要

資料：生産者への聞き取り情報を基に筆者作成
注１：乳固形分１キログラム当たりの支出額を表し、主に酪農場の収益分析に用いられている。
注２：2024年度は推定値が含まれる。

（単位：NZドル）

小売価格（kg当たり）
ハッピーカウ・ミルク 2.99
有機牛乳（Naturalea社） 4.49
標準牛乳（Pams社） 2.59

コラムー表２　ハッピーカウ・ミルクの小売価格

資料：ハッピーカウ・ミルクウェブサイト、小売大手ニューワールド
　　　オンラインショッピングサイト
　注：2024年６月末現在。

（単位：NZドル）

コラム―写真５
自作のハッピーカウ・ミルク加工設備
この中に貯乳タンクや低温殺菌設備

などがある。



畜 産 の 情 報 　 2024. 8108

NZの課徴金制度は、（１）牛のと畜時に

OSPRI（家畜のトレーサビリティスステム

を運用する非営利団体）が徴収する結核感染

対策のための牛結核と畜課徴金（２）生乳販

売時および牛のと畜時にMPIが徴収するマイ

コプラズマ・ボビス（注５）根絶のためのバイオ

セキュリティ課徴金（３）同じく生乳販売時

および牛のと畜時にDairyNZおよびBLNZ

が徴収する調査研究やマーケティングなどの

ための生産物（コモディティ）課徴金―があ

り、いずれも支払が義務となっている（表５）。

このうち、牛結核と畜課徴金およびバイオセ

キュリティ課徴金の徴収額は、国内の牛結核

およびマイコプラズマ・ボビスの感染状況な

どに基づき、政府と業界団体が協議して改訂

されるが、コモディティ課徴金の徴収額は

DairyNZとBLNZの会員による投票で改訂

される。

（注５）牛に乳房炎や肺炎、関節炎などを引き起こす。感染力が
強く治療は難しいため、感染牛の早期発見と淘汰によるまん延防
止が主な対策となる。NZでは2017年に初めて発生が確認され
て拡大したが、その後の衛生対策により、MPIが24年４月に終
息を宣言した。

（１）酪農

マイコプラズマ・ボビスは、NZで最初の

発生が確認された2017年から10カ年計画

で根絶を目指すプログラムが進行中である

が、24年 ４ 月 に 終 息 し た こ と も あ り、

DairyNZは政府などと協議の上、24年７月

から酪農家のバイオセキュリティ課徴金徴収

額を、乳固形分１キログラム当たり0.024NZ

ドル（2.4円）から同0.008NZドル（0.8円）

に引き下げた。DairyNZによると、バイオセ

キュリティー対策に要する本プログラムから

の費用負担は32％（残りの68％はNZ政府が

負担）であり、このうち、DairyNZが酪農家

から徴収した課徴金は94％を占めるとされ

ている（図12）。

また、酪農のコモディティ課徴金（乳固形

分 課 徴 金 と も 呼 ば れ る ） に つ い て は、

DairyNZの収入の８割以上を占めており、

これらを原資に同団体が行う酪農家支援に資

する取り組みの支出割合は、（１）酪農家の

収益性を上げるための遺伝的改良などの研究

開発が27％（２）マイコプラズマ・ボビス

５　課徴金制度

税種別 根拠法令等 施行年 課税対象 徴収額

牛結核と畜課徴金 バイオセキュリティ法
（Biosecurity Act 1993） 2016年

酪農家
と畜牛１頭当たり

11.5

肉用牛農家 4.75

バイオセキュリティ
課徴金

・バイオセキュリティ法
　（Biosecurity Act 1993） 19年 酪農家 販売する生乳の乳固形分

１キログラム当たり 0.008

・�バイオセキュリティの準備と対応に
関する政府産業協定（GIA）（注２） 20年 肉用牛農家 と畜牛１頭当たり 1.8

コモディティ課徴金 コモディティ課徴金法
（Commodity Levies Act 1990）

08年 酪農家 販売する生乳の乳固形分
１キログラム当たり 0.036

04年 ・酪農家
・肉用牛農家 と畜牛１頭当たり（注３） 5.2

表５　酪農家および肉用牛農家の課税徴収額

資料：MPI、NZ政府官報、DairyNZ、BLNZの公表資料を基に筆者作成
注１：2024年７月現在。
注２：NZのバイオセキュリティ強化を図るための政府と業界団体のパートナーシップ協定。
注３：子牛を除く。

（単位：NZドル）
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以外の疾病に関するバイオセキュリティ強化

対策が23％（３）農業イベントや農家交流

などが19％―などとなっている（図13）。

（２）肉用牛

肉用牛のコモディティ課徴金については、

BLNZの収入の８割弱を占めており、このう

ち、約15％が酪農家からの廃用牛のと畜に

よる課徴金由来とされている。これらを原資

に同団体が行う農家支援のための取り組みの

支出割合は、（１）NZ肉用牛の特徴である牧

草肥育牛肉の栄養特性などに関する研究開発

が45％（２）バイオセキュリティ対策が

25％（３）マーケティングや非関税障壁撤

廃などに関する市場アクセス改善などが

21％―などとなっている（図14）。

2010年に発足したNZの前政権は、燃料

畜産業界

32%

NZ政府

68%

DairyNZ

94%

BLNZ

6%

図12　バイオセキュリティ課徴金の業界別徴収割合

資料：DairyNZ

研究開発

1,812万NZドル

27%

バイオセキュリティ

強化対策

1,544万NZドル

23%

農業イベント、

農家交流等

1,275万NZドル

19%

収益向上・GHG排

出削減対策

1,141万NZドル

17%

酪農家就農支援

604万NZドル

9%

マーケティング・

市場アクセス改善

336万NZドル

5%

図13　DairyNZの支出内訳（2022/23年度）

資料：DairyNZ

研究開発

1,561万NZドル

45%

バイオセキュリティ対策など

854万NZドル

25%

マーケティング・市場

アクセス改善など

735万NZドル

21%

事務経費

303万NZドル

9%

図14　BLNZの支出内訳（2022/23年度）

資料：BLNZ「2023 Annual Report」を基に筆者作成
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や電力分野で導入されたGHG排出権取引制

度（ETS）に関し、これまで対象外となっ

ていた農業についても、農場のGHG排出量

に応じた農家への課税を25年から施行する

ことで検討が進められてきた。しかし、23

年11月に新たに発足した現連立政権のラク

ソン首相は、24年６月に気候変動対応法を

改正してETSの対象から農業や食肉加工業

などを除外すると発表している（注６）。

（注６）海外情報「NZ政府、温室効果ガス排出量取引制度から
農業を除外（NZ）」（https://www.alic.go.jp/chosa-c/
joho01_003842.html）をご参照ください。

６　おわりに

フォンテラ社は2024年５月、2024/25

年度当初の生産者乳価を乳固形分１キログラ

ム当たり平均8.0NZドル（799円、前年度

比2.6％高）と発表した。しかし、依然とし

てインフレ圧力による生産コストの上昇と利

下げ実施の遅れによる金利負担や、中国など

輸出市場の需要低迷から、酪農経営のみなら

ず肉用牛経営も予断を許さない状況にある。

他方でMPIの担当官への直接取材では、バイ

オセキュリティ課徴金による政府主導のマイ

コプラズマ・ボビス撲滅プログラムがあるも

のの、オンファームサポートなどの側面支援

と、生産者団体自らがチェックオフとして農

家から課徴金を徴収することで、農家所得の

向上と生産基盤に取り組んでいることを強調

していた。

日本とNZでは、酪農および肉用牛生産に

関する関連法規や価格形成の成り立ちのほ

か、輸出割合なども異なることから、経営状

況も単純には比較できないであろう。しかし、

コラムで紹介した酪農家のようなカーボンク

レジットなどの副収入に関しては、日本でも

Ｊ－クレジット制度などの取り組みが畜産分

野でも展開されている。このため、NZの畜

産農家の経営の特徴と実態に関する本報告

が、広く日本の畜産農家の経営改善を検討す

る上での一助となり、生産基盤強化の貢献に

つながれば幸いである。

（赤松　大暢（JETROシドニー））

写真２　NZ国会議事堂（右）とビーハイブ（蜂の巣）と呼ばれる国会執務室（ウェリントン）
時の政権によって、農業政策も大きく変更される場合がある。

https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_003842.html
https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_003842.html

